
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成１３年４月１日適用）

メ－タ－の口径

加    入    金    の    額

新   設   工   事 増 径 工 事

金   額 内、消費税 増径後の口径に係る加
入金の額と、増径前の
口径に係る加入金の額
との差額。 
 ただし、１３mmから
２０mm以上に増径の場
合は、管理者が別に定
める

２０mm以下 １５７，５００円 ７，５００円

２５mm ３１５，０００円 １５，０００円

４０mm １，０５０，０００円 ５０，０００円

５０mm １，７８５，０００円 ８５，０００円

７５mm ４，２００，０００円 ２００，０００円

１００mm ８，４００，０００円 ４００，０００円

１５０mm ２３，６２５，０００円 １，１２５，０００円

１５０mm超 管理者が別に定める  

（平成１０年４月１日適用）

種   類 口   径 単位 金   額 備   考

（１） 設計手数料 給

水

管

の

最

大

口

径

    

３０mm未満 １件 １，０００円

   

７５mm未満 １件 ２，０００円

   

７５mm以上 １件 ３，０００円

   

（２） 設計審査手数料 給

水

管

の

最

大

口

径

   １３mm以下で、給

水栓１栓のみを追

加する場合の工事

については徴収し

ない。

３０mm未満 １件  １，０００円

   

７５mm未満 １件 ２，０００円

   

７５mm以上 １件 ３，０００円

   

（３） 竣工検査手数料 

（補修を要する場合の再検査手

数料についても、同様とする）

給

水

管

の

最

大

口

径

   １３mm以下で、給

水栓１栓のみを追

加する場合の工事

については徴収し

ない。

３０mm未満 １件  ３，０００円

   

７５mm未満 １件 ５，０００円

   

７５mm以上 １件 ８，０００円

   

（４） 指定給水装置工事 

    事業者指定手数料
 １件 ５，０００円

 



 

 

 

 

（５） 証書交付手数料  １件 ５００円  

（６） メ－タ－試験手数料

メ

│

タ

│

の

口

径

２５mm以下 １箇 ３００円  

   

４０mm １箇 ２，０００円

   

５０mm １箇 ２，０００円

   

７５mm １箇 ６，０００円

   

１００mm以上 １箇 １０，０００円

   


